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特許制度は何のために
あるのか？

たくみ特許事務所

弁理士 佐伯 裕子



特 許 制 度 の 役 割

特許庁ＨＰより

特許法第１条（目的）

「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨
励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」



知的創造サイクル



特許権は独占的排他権

Ｘ社 Ｙ社

Ｚ社化学物質Ａ

乳化剤（A) 抗癌剤（A)
抗癌剤
（Ａ＋Ｂ）

Aの使用

抗癌剤Aの使用 抗癌剤Aの使用

抗癌剤A＋Bの使用

Aの使用 抗癌剤
A+Bの使用

：侵害 ｏｒ ライセンス契約



佃製作所
佃航平
（元ロケットエンジン開発技術者）

自動車用エンジン開発

ロケット用エンジン開発

特許
A

特許
B

特許
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ナカシマ工業

特許
A’

①

②

特許侵害訴訟

特許B侵害に対する
和解金 50億円get

＝損害賠償金の獲得

和解

帝国重工

出願
C

①

②

③

ロケット用部品の提供

＝特許権の独占的使用

特許Cの買取

ライセンス契約

下 町 ロ ケ ッ ト 池井戸潤著 小学館 （2010 直木賞受賞）

特許権の使い方
①特許権の売買
②実施権の設定（専用実施権）
③特許権の独占的（自己）使用
④特許侵害訴訟により損害賠償金の獲得
（⑤訴訟で零細な優秀企業を傘下に）



強い特許権をとるために

上面が開口し、側面及び底面
が閉じた円筒形状で、かつ側
面の中央位置に指の入る穴
のあいた半円状の把手がつ
いている陶器製の容器。

ガラス製は？
金属製は？

六角柱は？
四角柱は？

把手位置が上方、
下方部だったら？

上面が開口し、側面及び底面
が閉じており、かつ側面部の
いずれかの位置に把手が付
いた容器。

穴のない把手は？
四角い把手は？把手付きの容器



（http://www.asahi.com/より）

佐藤食品工業 VS 越後製菓

２０１０．１１．３０ 佐藤食品工業 勝訴 （東京地裁）

２０１１． ９． ７ 特許侵害認める中間判決 （知財高裁）

２０１２． ３．２２ 越後製菓 勝訴 （知財高裁）

（製造・販売停止 約８億円賠償命令 仮執行、製造装置廃棄命令）

２０１２． ９．１９ 最高裁上告棄却（佐藤の上告申立不受理）

佐藤食品 ８億円損害賠償

「
ふ
っ
く
ら
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ッ
ト
」

「パ
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ッ
と
ス
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ッ
ト
」



特許請求の範囲 【請求項１】

焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は

平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面

に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又

は溝部を設け，この切り込み部又は溝部は，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方

向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対

向二側面に形成した切り込み部又は溝部として，焼き上げるに際して前記切り込み部又

は溝部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨

化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するよ

うに構成したことを特徴とする餅。

越後製菓特許
明細書の図面

侵害

被告製品図面

特許第４１１１３８２号 越後製菓（株）

佐藤食品工業（株）
サトウの切り餅「パリッとスリット」



特 許 と 実 用 新 案



特許出願とノウハウ秘匿

特許出願 ノウハウ秘匿

1年半で公開

権利期間20年

特許性必要

排他権（差止め）

他社への先願権

秘密性・漏洩の危険

権利期間永久的

特許性不要

違法入手利用以
外差止め不可

他社の類似技術の
特許に対抗不可



特 許 と ノ ウ ハ ウ



中国新幹線特許出願問題

中国
（中国高速鉄道）

ドイツ
（シーメンス社）

日本
（川崎重工）

特許出願

２０１１．７．６
ニュース

新幹線技術 新幹線技術

中国
特許出願

中国１９０２件

米・日・ブラジル・
ロシア・欧州２１件

秘密保持契約？技術供与

ノウハウ
秘匿？



企業における特許出願の主な目的



法律用語の使い方

メインディッシュは、肉料理の仔牛の赤ワイン煮込み（ ） ロース
トポーク、（ ）魚料理の舌平目のソティ（ ）オマール海老
の香草焼の中からお選びください。

２年１組のAさん（ ）B君、（ ）３年２組のCさん（ ）D君、
至急職員室に来てください。

民法第772条 「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と（ ）。」

民法第753条 「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達

したものと（ ）。」

１．

２．

３．

４．

もしくは
もしくは又は

及び 及び並びに

推定する

みなす



期間の計算

＜例１＞ ４月１８日から３か月

4/18 4/19 7/18（応当する日の前日）
(起算日初日不算入)

＜例２＞ １１月２９日から３か月

11/30 2/28 (2/29)
（その月の末日）

＜例３＞ ９月２９日から３か月

9/30 (12/29) 1/4
(行政機関の休日)



５．おわりに

ご静聴ありがとうございました。


